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１ 新しい防災気象情報（警戒レベル相当情報）  ※令和８年５月２８日午後から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な変更点】 

（１）レベル５相当が氾濫特別警報、大雨特別警報、土砂災害特別警報、高潮特別警報と整理されて設定 

（２）レベル４相当が整理され、新しく「危険警報」が設定 

※警戒レベル相当情報以外の特別警報、警報、注意報の変更は無し（暴風、大雪、暴風雪） 

 

２ さいたま市の新しい一斉臨時休業の基準について  ※令和８年５月２９日から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な変更点】 

（１）レベル５相当の氾濫特別警報を追加 

（２）レベル４相当の大雨危険警報と氾濫危険警報を追加 

 

※令和８年５月２９日から運用開始 
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